
別紙 11 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

第３章 船舶及び航空機 

  

（「その他参考となるべき事項」の意義） 

15－９ 規則第２条の３第４項各号及び規則第２条の５第５項各号に規定す

る「その他参考となるべき事項」とは、旅客からの特別な要望、航空運送事

業者が旅客に提供する特別なサービス等に関する事項で、税関において取締

上必要と認める事項をいう。 

 

（「入出港に係る手続に要する時間」の意義） 

18－２ 規則第２条の８第１項第１号に規定する「入出港に係る手続に要する

時間」とは、船舶等の入出港に係る書類の提出、水先案内人の乗船及びタグ

ボートの手配等その他出港のための準備に必要となる時間をいう。 

 

 

（「災害その他やむを得ない事故」の意義） 

18－３ 規則第２条の８第１項第１号に規定する「災害その他やむを得ない事

故」の意義は、それぞれ次による。 

⑴及び⑵ （省略） 

 

（外国貿易船等の入出港の簡易手続） 

18－４ 外国貿易船等の入出港の簡易手続は、次による。 

⑴ 法第 18 条第１項ただし書及び同条第３項ただし書に規定する外国貿易

船等の乗組員に関する事項の報告又は書面の提出若しくは同条第２項後

段及び同条第４項後段に規定する短期出港等に該当しないこととなる場

合の書面の提出は、前記 15－３の手続に準ずる。 

 

⑵ 令第 16 条の２第３項ただし書及び同条第６項ただし書に規定する場合

及び時は、積荷に関する事項について、規則第２条の８第２項各号及び同

条第４項各号に掲げるもののほか、次の場合にあっては、その区分に応じ

た時までに報告すれば足りる。 

イ 令第 16 条の２第１項第１号及び同条第４項第１号に該当するものと

して、法第 18 条第１項本文及び同条第３項本文の規定の適用を受けて

第３章 船舶及び航空機 

  

（新設） 

 

 

 

 

 

（「入出港に係る手続に要する時間」の意義） 

18－２ 規則第２条の６第１項第１号《外国貿易船等に係る短期出港等の場合

に該当しないこととなる時》に規定する「入出港に係る手続に要する時間」

とは、船舶等の入出港に係る書類の提出、水先案内人の乗船及びタグボート

の手配等その他出港のための準備に必要となる時間をいう。 

 

（「災害その他やむを得ない事故」の意義） 

18－３ 規則第２条の６第１項第１号に規定する「災害その他やむを得ない事

故」の意義は、それぞれ次による。 

⑴及び⑵ （同左） 

 

（外国貿易船等の入出港の簡易手続） 

18－４ 外国貿易船等の入出港の簡易手続は、次による。 

⑴ 法第 18 条第１項ただし書き及び同条第３項ただし書き《入出港の簡易

手続》に規定する外国貿易船等の乗組員に関する事項の報告又は書面の提

出若しくは同条第２項後段及び同条第４項後段に規定する短期出港等に

該当しないこととなる場合の書面の提出は、前記 15－３（外国貿易船等の

入港手続）の手続に準ずる。 

⑵ 令第 16 条の２第３項ただし書及び同条第６項ただし書に規定する場合

及び時は、積荷に関する事項について、規則第２条の６第２項各号及び同

条第４項各号に掲げるもののほか、次の場合にあっては、その区分に応じ

た時までに報告すれば足りる。 

イ 令第 16 条の２第１項第１号及び同条第４項第１号に該当するものと

して、法第 18 条第１項本文及び同条第３項本文の規定の適用を受けて



別紙 11 

新旧対照表 

【関税法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 100 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

2 

改正後 改正前 

入港した場合であって、傷病若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸

を行う場合において、その積卸を行う貨物が規則第２条の２第３項第１

号又は第２号、規則第２条の３第３項各号及び前記 15－６に規定する報

告を省略できる貨物である場合 当該貨物の積卸を行う時 

 

ロ 令第16 条の２第１項第２号及び同条第４項第２号に該当するものと

して、法第18 条第１項本文及び同条第３項本文の規定の適用を受けて

入港した場合であって、救じゅつ品以外の貨物の積卸を行う場合におい

て、その積卸を行う貨物が規則第２条の２第３項第１号又は第２号、規

則第２条の３第３項各号及び前記15－６に規定する報告を省略できる

貨物である場合 当該貨物の積卸を行う時 

ハ及びニ （省略） 

 

⑶ 法第18 条第２項前段に規定する「入港届」の提出は、税関の指定する

ファクシミリ装置等に送信することにより行うことができるが、税関が必

要と認めるときまでに原本を提出することとする。 

⑷ 法第 18 条第４項前段の規定による外国貿易機の入港に係る届出は、便

宜「入出港届」（Ｃ－2010）１通に必要事項を記入のうえ提出するものと

し、税関の指定するファクシミリ装置等に送信することにより行うことが

できるが、税関が必要と認める時までに原本を提出することとする。 

 

  

（「その他参考となるべき事項」の意義） 

20－９ 規則第２条の 10 各号及び規則第２条の 12 第５項各号に規定する「そ

の他参考となるべき事項」については、前記 15－９の規定に準ずる。 

 

 

 

 
 

入港した場合であって、傷病若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸

を行う場合において、その積卸を行う貨物が規則第２条の２第３項第１

号又は第２号、規則第２条の３第３項各号及び前記 15－６（積荷に関す

る事項の報告における貨物の範囲等）に規定する報告を省略できる貨物

である場合 当該貨物の積卸を行う時 

ロ 令第 16 条の２第１項第２号及び同条第４項第２号に該当するものと

して、法第 18 条第１項本文及び同条第３項本文の規定の適用を受けて

入港した場合であって、救じゆつ品以外の貨物の積卸を行う場合におい

て、その積卸を行う貨物が規則第２条の２第３項第１号又は第２号、規

則第２条の３第３項各号及び前記 15－６に規定する報告を省略できる

貨物である場合 当該貨物の積卸を行う時 

ハ及びニ （同左） 

 

⑶ 法第18 条第２項前段に規定する「入港届」の提出は、税関の指定する

ファクシミリ装置等に送信させることにより行わせることができるが、税

関が必要と認めるときまでに原本を提出させることとする。 

⑷ 法第 18 条第４項前段の規定による外国貿易機の入港に係る届出は、便

宜「入出港届」（Ｃ－2010）１通に必要事項を記入のうえ提出させるもの

とし、税関の指定するファクシミリ装置等に送信させることにより行わせ

ることができるが、税関が必要と認める時までに原本を提出させることと

する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


